
「災害時における避難所運営の手引き」及び「災害時における要配

慮者及び避難行動要支援者の避難支援の手引き」の主な改訂内容 

 

 

 

 

 

１ 「災害時における避難所運営の手引き」について 

○「指定福祉避難所」に係る記載の追加 
 受入対象者を指定して、指定・公示ができるようになった「指定福祉避難

所」の受入対象者の公示の例や受入対象者の調整等について記載を追加。 

 

○災害時の要配慮者に係る記載の拡充 

人工呼吸器等の医療的ケアが日常の生活で必要である医療的ケア児者等に

ついて記載を追加したほか、女性・男性双方のニーズに配慮した避難所運営や

乳幼児・妊産婦等への配慮等について記載を拡充。 

 

２ 「災害時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援の

手引き」について 

○「個別避難計画」に係る記載の拡充 

 避難行動要支援者の避難先等を定める計画である「個別避難計画」につい

て市町村の作成が努力義務化されことを踏まえ、当該計画の作成方法等につ

いて記載を拡充。 

 

○ 災害時の要配慮者に係る記載の拡充 

人工呼吸器等の医療的ケアが日常の生活で必要である医療的ケア児者等に

ついて記載を追加したほか、女性・男性双方のニーズに配慮した要配慮者の避

難支援や乳幼児・妊産婦等への配慮等について記載を拡充。 

 

 令和３年５月の災害対策基本法の改正や国作成福祉避難所の確保・運営ガ

イドライン」及び「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」の

改定等を踏まえ、県作成「災害時における避難所運営の手引き」及び「災害

時における要配慮者及び避難行動要支援者の避難支援の手引き」について必

要な改訂を行った。 

 主な改訂内容は以下のとおり。 
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